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(57)【要約】
【課題】キャリアアグリゲーション（ＣＡ）が適用され
る無線通信システムにおいて各コンポーネントキャリア
（ＣＣ）において送信可能な最大送信電力を決定する技
術を提供すること。
【解決手段】本発明の一態様は、キャリアアグリゲーシ
ョンを利用する無線通信システムにおいて使用される移
動局であって、基地局から、アップリンク通信のために
各キャリアコンポーネントに割り当てられたリソースブ
ロックを示す制御信号を受信する制御信号受信部と、各
キャリアコンポーネントに対して、前記キャリアコンポ
ーネントに割り当てられたリソースブロックの個数及び
／又は前記キャリアコンポーネントの伝搬損失量に応じ
て最大送信電力を決定する最大送信電力決定部と、前記
決定された最大送信電力を超過しないように、前記キャ
リアコンポーネントに送信電力を割り当てる送信電力制
御部とを有する移動局に関する。
【選択図】図７
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　キャリアアグリゲーションを利用する無線通信システムにおいて使用される移動局であ
って、
　基地局から、アップリンク通信のために各キャリアコンポーネントに割り当てられたリ
ソースブロックを示す制御信号を受信する制御信号受信部と、
　各キャリアコンポーネントに対して、前記キャリアコンポーネントに割り当てられたリ
ソースブロックの個数及び／又は前記キャリアコンポーネントの伝搬損失量に応じて最大
送信電力を決定する最大送信電力決定部と、
　前記決定された最大送信電力を超過しないように、前記キャリアコンポーネントに送信
電力を割り当てる送信電力制御部と、
を有する移動局。
【請求項２】
　前記最大送信電力決定部は、前記キャリアコンポーネントに割り当てられたリソースブ
ロックの個数及び／又は前記キャリアコンポーネントの伝搬損失量に基づき算出された下
限値以上となるように、前記キャリアコンポーネントの最大送信電力を決定する、請求項
１記載の移動局。
【請求項３】
　前記最大送信電力決定部は、各キャリアコンポーネントに割り当てられたリソースブロ
ックの個数に比例して、前記各キャリアコンポーネントの最大送信電力の下限値を決定す
る、請求項２記載の移動局。
【請求項４】
　前記最大送信電力決定部は、各キャリアコンポーネントの伝搬損失量の差分に基づく受
信品質差を補償するように前記各キャリアコンポーネントの最大送信電力の下限値を決定
する、請求項２記載の移動局。
【請求項５】
　前記最大送信電力決定部は、前記伝搬損失量の小さなキャリアコンポーネントの最大送
信電力の下限値を相対的に大きな値に決定する、請求項２記載の移動局。
【請求項６】
　前記最大送信電力決定部は、前記制御信号に含まれる前記基地局からの指示に従って、
各キャリアコンポーネントの伝搬損失量の差分に基づく受信品質差を補償するように前記
各キャリアコンポーネントの最大送信電力の下限値を決定するか、又は前記伝搬損失量の
小さなキャリアコンポーネントの最大送信電力の下限値を相対的に大きな値に決定するか
選択する、請求項２記載の移動局。
【請求項７】
　前記最大送信電力決定部により決定された各キャリアコンポーネントの最大送信電力と
前記送信電力制御部により割り当てられた送信電力との差分を算出し、前記最大送信電力
と前記算出された差分とを前記基地局に送信するフィードバック部をさらに有する、請求
項１記載の移動局。
【請求項８】
　キャリアアグリゲーションを利用する無線通信システムであって、
　アップリンク通信のために各キャリアコンポーネントにリソースブロックを割当てる基
地局と、
　前記キャリアコンポーネントを同時に用いて前記割り当てられたリソースブロックによ
りアップリンク通信する移動局と、
を有し、
前記移動局は、
　前記基地局から、前記各キャリアコンポーネントに割り当てられたリソースブロックを
示す制御信号を受信する制御信号受信部と、
　各キャリアコンポーネントに対して、前記キャリアコンポーネントに割り当てられたリ
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ソースブロックの個数及び／又は前記キャリアコンポーネントの伝搬損失量に応じて最大
送信電力を決定する最大送信電力決定部と、
　前記決定された最大送信電力を超過しないように、前記キャリアコンポーネントに送信
電力を割り当てる送信電力制御部と、
を有する無線通信システム。
【請求項９】
　キャリアアグリゲーションを利用する無線通信システムにおいてアップリンク通信のキ
ャリアコンポーネントの送信電力を決定する方法であって、
　基地局から、前記各キャリアコンポーネントに割り当てられたリソースブロックを示す
制御信号を受信するステップと、
　各キャリアコンポーネントに対して、前記キャリアコンポーネントに割り当てられたリ
ソースブロックの個数及び／又は前記キャリアコンポーネントの伝搬損失量に応じて最大
送信電力を決定するステップと、
　前記決定された最大送信電力を超過しないように、前記キャリアコンポーネントに送信
電力を割り当てるステップと、
を有する方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、一般に無線通信システムに関し、より詳細には、キャリアアグリゲーション
技術を利用する無線通信システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　ＬＴＥ方式では、アップリンク無線アクセス方式として直交周波数分割多重接続（ＯＦ
ＤＭＡ：Ｏｒｔｈｏｇｏｎａｌ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐ
ｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ）方式が使用され、ダウンリンク無線アクセス方式としてシングルキ
ャリア周波数分割多重接続（ＳＣ－ＦＤＭＡ：Ｓｉｎｇｌｅ－Ｃａｒｒｉｅｒ　Ｆｒｅｑ
ｕｅｎｃｙ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ）方式が使用される。
【０００３】
　ＯＦＤＭＡ方式は、周波数帯域を複数の狭い周波数帯域（サブキャリア）に分割し、各
サブキャリアによりデータを伝送するマルチキャリア伝送方式である。ＯＦＤＭＡ方式に
よると、サブキャリアを周波数軸上に直交させながら密に配置することによって、高速伝
送を実現し、周波数の利用効率を向上させることが可能である。
【０００４】
　ＳＣ－ＦＤＭＡ方式は、周波数帯域を分割し、各移動局に異なる周波数帯域を割当てる
ことによりデータを伝送するシングルキャリア伝送方式である。ＳＣ－ＦＤＭＡ方式によ
ると、送信電力の変動を抑えることができるため、移動局の消費電力を低減することが可
能である。
【０００５】
　ところで、現在標準化団体３ＧＰＰ（３ｒｄ　Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ　Ｐａｒｔｎｅｒ
ｓｈｉｐ　Ｐｒｏｊｅｃｔ）において、ＬＴＥ（Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏ
ｎ）の発展型であるＬＴＥ－Ａｄｖａｎｃｅｄ方式の標準化が進められている。ＬＴＥ－
Ａｄｖａｎｃｅｄ方式では、ＬＴＥ方式とのバックワードコンパチビリティを保持しなが
ら、ＬＴＥを上回るスループットを実現するため、キャリアアグリゲーション（ＣＡ：Ｃ
ａｒｒｉｅｒ　Ａｇｇｒｅｇａｔｉｏｎ）技術が導入される。ＣＡでは、コンポーネント
キャリア（ＣＣ：Ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ　Ｃａｒｒｉｅｒ）と呼ばれる複数のＬＴＥキャリ
アを同時に用いて通信が実行される。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００６】
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【非特許文献１】３ＧＰＰ　ＴＳ３６．１０１
【非特許文献２】３ＧＰＰ　ＴＳ３６．２１３
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　ＬＴＥ方式では、移動局がアップリンクで送信可能な最大送信電力は、基本的には移動
局の電力能力、割り当てられたリソースブロック、適用される変調方式、隣接キャリア干
渉などに基づき決定される。具体的には、各移動局は、アップリンクで送信可能な最大送
信電力ＰｃｍａｘをＰｃｍａｘ＿Ｌ＜Ｐｃｍａｘ＜Ｐｃｍａｘ＿Ｈの範囲内で決定する。
ここで、下限値Ｐｃｍａｘ＿Ｌと上限値Ｐｃｍａｘ＿Ｈとは、それぞれ以下のように規定
される。
【０００８】
　Ｐｃｍａｘ＿Ｌ＝Ｍｉｎ｛ＰＥＭＡＸ－ΔＴｃ，ＰＰｏｗｅｒＣｌａｓｓ－（ＭＰＲ＋
Ａ-ＭＰＲ）－ΔＴｃ｝
　Ｐｃｍａｘ＿Ｈ＝Ｍｉｎ｛ＰＥＭＡＸ，ＰＰｏｗｅｒＣｌａｓｓ｝
ただし、ＰＥＭＡＸはネットワーク側から通知される移動局の最大送信電力を表し、ΔＴ

ｃは帯域の端のリソースブロックを利用する際に許容可能な緩和量を表し、ＰＰｏｗｅｒ

Ｃｌａｓｓは、移動局の送信可能な最大送信電力を表し、ＭＰＲ（Ｍａｘｉｍｕｍ　Ｐｏ
ｗｅｒ　Ｒｅｄｕｃｔｉｏｎ）は変調方式(ＱＰＳＫなど)とリソースブロック数により定
められる許容可能な緩和量を表し、Ａ-ＭＰＲ（Ａｄｄｉｔｉｏｎａｌ　Ｍａｘｉｍｕｍ
　Ｐｏｗｅｒ　Ｒｅｄｕｃｔｉｏｎ）は隣接する他システムへの干渉を与えないために許
容可能な緩和量を表す。
【０００９】
　しかしながら、ＣＡが利用されるＬＴＥ－Ａｄｖａｎｃｅｄ方式では、各ＣＣに対して
送信電力を決定することが必要とされる。
【００１０】
　本発明の課題は、ＣＡが適用される無線通信システムにおいて各ＣＣにおいて送信可能
な最大送信電力を決定する技術を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　上記課題を解決するため、本発明の一態様は、キャリアアグリゲーションを利用する無
線通信システムにおいて使用される移動局であって、基地局から、アップリンク通信のた
めに各キャリアコンポーネントに割り当てられたリソースブロックを示す制御信号を受信
する制御信号受信部と、各キャリアコンポーネントに対して、前記キャリアコンポーネン
トに割り当てられたリソースブロックの個数及び／又は前記キャリアコンポーネントの伝
搬損失量に応じて最大送信電力を決定する最大送信電力決定部と、前記決定された最大送
信電力を超過しないように、前記キャリアコンポーネントに送信電力を割り当てる送信電
力制御部とを有する移動局に関する。
【００１２】
　本発明の他の態様は、キャリアアグリゲーションを利用する無線通信システムであって
、アップリンク通信のために各キャリアコンポーネントにリソースブロックを割当てる基
地局と、前記キャリアコンポーネントを同時に用いて前記割り当てられたリソースブロッ
クによりアップリンク通信する移動局とを有し、前記移動局は、前記基地局から、前記各
キャリアコンポーネントに割り当てられたリソースブロックを示す制御信号を受信する制
御信号受信部と、各キャリアコンポーネントに対して、前記キャリアコンポーネントに割
り当てられたリソースブロックの個数及び／又は前記キャリアコンポーネントの伝搬損失
量に応じて最大送信電力を決定する最大送信電力決定部と、前記決定された最大送信電力
を超過しないように、前記キャリアコンポーネントに送信電力を割り当てる送信電力制御
部とを有する無線通信システムに関する。
【００１３】
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　本発明の他の態様は、キャリアアグリゲーションを利用する無線通信システムにおいて
アップリンク通信のキャリアコンポーネントの送信電力を決定する方法であって、基地局
から、前記各キャリアコンポーネントに割り当てられたリソースブロックを示す制御信号
を受信するステップと、各キャリアコンポーネントに対して、前記キャリアコンポーネン
トに割り当てられたリソースブロックの個数及び／又は前記キャリアコンポーネントの伝
搬損失量に応じて最大送信電力を決定するステップと、前記決定された最大送信電力を超
過しないように、前記キャリアコンポーネントに送信電力を割り当てるステップとを有す
る方法に関する。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明によると、ＣＡが適用される無線通信システムにおいて各ＣＣにおいて送信可能
な最大送信電力を決定することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】図１は、割当帯域幅の相違による各キャリアコンポーネントの受信品質を示す概
略図である。
【図２】図２は、割当帯域幅の差分によるキャリアアグリゲーションのカバレッジを示す
概略図である。
【図３】図３は、伝搬損失の差分による各キャリアコンポーネントの受信品質を示す概略
図である。
【図４】図４は、伝搬損失の差分によるキャリアアグリゲーションのカバレッジを示す概
略図である。
【図５】図５は、本発明の一実施例による無線通信システムを示すブロック図である。
【図６】図６は、本発明の一実施例によるカバレッジ優先型配分とスループット優先型配
分とを示す概略図である。
【図７】図７は、本発明の一実施例による移動局を示すブロック図である。
【図８】図８は、本発明の一実施例による基地局を示すブロック図である。
【図９】図９は、本発明の一実施例による無線通信システムにおける処理を示すシーケン
ス図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　以下、図面に基づいて本発明の実施の形態を説明する。
【００１７】
　キャリアアグリゲーション（ＣＡ）を利用したＬＴＥ－Ａｄｖａｎｃｅｄ方式では、各
コンポーネントキャリア（ＣＣ）に対してアップリンクで送信可能な最大送信電力Ｐｃｍ

ａｘ，ｃが規定される必要がある。１つの方法として、ＬＴＥ方式において規定されたＰ

ｃｍａｘをＰｃｍａｘ，ｃに適用し、各ＣＣに対して同一のＰｃｍａｘ，ｃを使用するこ
とが考えられる。すなわち、各ＣＣに等しい電力Ｐｃｍａｘ，ｃが配分される。しかしな
がら、各ＣＣへの等電力配分は、各ＣＣへの電力配分を個別に調整するよりも相対的にシ
ンプルな電力制御構成により実現可能であり、また個別に調整する場合に必要となる追加
的な情報が不要であるという効果を有する一方、以下のようないくつかの問題が想定され
る。
【００１８】
　第１に、ＣＣ間における割当帯域幅の相違に起因する問題が考えられる。すなわち、一
般に基地局は各ＣＣに対して同数のリソースブロックを割り当てるとは限らず、ＣＣ間で
割り当てられるリソースブロック数が異なる可能性がある。このような状況の下で各ＣＣ
に等電力が配分されると、図１に示されるように、アップリンクの受信品質が異なってく
る可能性がある。すなわち、相対的に少ないリソースブロックが割り当てられたＣＣ１（
図１の左側の周波数帯域）より、相対的に多くのリソースブロックが割り当てられたＣＣ

２（図１の右側の周波数帯域）の受信品質が低くなることが予想される。各ＣＣに同数の
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リソースブロックが割り当てられた場合には、各ＣＣへの等電力配分は、各ＣＣに対して
同等の受信品質を実現し、図２（ａ）に示されるように、ＣＣ間で同等のカバレッジを実
現することを可能にする。他方、各ＣＣに異なる個数のリソースブロックが割り当てられ
た場合には、各ＣＣへの等電力配分は、ＣＣ間の受信品質を異なるものにし、図２（ｂ）
に示されるように、ＣＣ間でカバレッジに相違が生じてくる。図２では、比較のためにＬ
ＴＥ方式でのカバレッジが示されているが、ＣＡ技術では移動局（ＵＥ）の電力が複数の
ＣＣに配分されるため、一般にＬＴＥ方式のカバレッジがＣＡ技術によるカバレッジより
広くなることは容易に理解されるであろう。従って、各ＣＣに割り当てられるリソースブ
ロック数の相違を考慮して、すなわち、割当帯域幅の差分を考慮して、各ＣＣの最大送信
電力Ｐｃｍａｘ，ｃを規定することが好ましい。
【００１９】
　第２に、ＣＣ間における伝搬損失の相違に起因する問題が考えられる。すなわち、電波
は周波数に応じて電波伝搬距離が異なるという性質を有している。一般に、周波数が低い
ほど電波伝搬距離は大きくなり、周波数が高いほど電波伝搬距離は小さくなる。このため
、図３に示されるように、２つの異なる周波数レベルのＣＣ１とＣＣ２が使用される状況
の下で各ＣＣに等電力が配分されると、電波伝搬距離の相違によってＣＣ１とＣＣ２との
間で図示されるような伝搬損失量の相違が生じてくる。典型的には、ＣＣ１として８００
ＭＨｚの周波数帯域が想定され、ＣＣ２として２ＧＨｚの周波数帯域が想定される。この
伝搬損失量の相違によって、ＣＣ間のアップリンクの受信品質が異なってくる可能性があ
る。このため、図４に示されるように、各ＣＣへの等電力配分によってＣＣ間でカバレッ
ジに相違が生じてくる。
【００２０】
　まず、図５を参照して、本発明の一実施例による無線通信システムを説明する。本実施
例による無線通信システムは、キャリアアグリゲーション（ＣＡ）技術を利用して無線通
信を行うＬＴＥ－Ａｄｖａｎｃｅｄシステムである。ＣＡでは、広帯域伝送を可能にする
ため、コンポーネントキャリア（ＣＣ）と呼ばれる複数のキャリアを同時に用いて通信が
実行される。しかしながら、本発明は、ＬＴＥ－Ａｄｖａｎｃｅｄシステムに限定される
ものでなく、複数のキャリアを同時に用いて通信する何れか適切な無線通信システムに適
用されてもよい。
【００２１】
　図５は、本発明の一実施例による無線通信システムを示すブロック図である。図５に示
されるように、無線通信システム１０は、基地局５０と移動局１００とを有する。図示さ
れた実施例では、１つの基地局５０しか示されていないが、典型的には、無線通信システ
ム１０では、当該システムのサービスエリアをカバーするよう複数の基地局５０が配置さ
れる。基地局５０は、ある地理的エリアをカバーし、当該エリアに在圏する移動局１００
と無線通信することによって、移動局１００に各種通信サービスを提供する。なお、以下
の実施例では、ＣＡ技術における複数のＣＣを用いたアップリンク通信における各ＣＣに
対する送信電力制御方法が説明される。しかしながら、本発明による各ＣＣの送信電力制
御方法はこれに限定されるものでなく、ＣＡ技術を利用したダウンリンク通信にも同様に
適用されてもよい。
【００２２】
　本実施例による移動局１００は、典型的には、携帯電話端末、スマートフォン、パーソ
ナルコンピュータなどのユーザ装置（ＵＥ）である。移動局１００は、典型的には、補助
記憶装置、メモリ装置、ＣＰＵ、通信装置、表示装置、入力装置などの各種ハードウェア
リソースの１以上から構成される。補助記憶装置は、ハードディスクやフラッシュメモリ
などから構成され、後述される各種処理を実現するプログラムやデータを格納する。メモ
リ装置は、ＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）などから構成され、プ
ログラムの起動指示があった場合に、補助記憶装置からプログラムを読み出して格納する
。ＣＰＵは、情報を処理するプロセッサとして機能し、メモリ装置に格納されたプログラ
ムに従って後述される各種機能を実現する。通信装置は、ネットワークを介しサーバなど
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の他の装置と通信するために、基地局５０と無線接続するための各種通信回路から構成さ
れる。
【００２３】
　次に、図６～７を参照して、本発明の一実施例による移動局を説明する。本実施例によ
る移動局は、ＣＡを利用した無線通信システムにおいて使用される。ＣＡを利用した無線
通信システムでは、移動局は、アップリンク通信のため基地局により割り当てられた各Ｃ
Ｃに対して送信電力を決定しなければならない。上述したように、基地局によりスケジュ
ーリングされる各ＣＣのリソースブロック及び各ＣＣの伝搬損失量を考慮して各ＣＣにお
ける送信電力を決定することが好ましい。すなわち、各ＣＣに割り当てられるリソースブ
ロック数の相違に基づく割当帯域幅の差と、割り当てられた周波数帯域の周波数レベルの
相違に基づく伝搬損失の差とを考慮して各ＣＣにおける送信電力を決定することが好まし
い。
【００２４】
　まずＣＣ間の割当帯域幅差については、移動局は、基地局によって各ＣＣに割り当てら
れたリソースブロック数に比例して送信電力を分配する。すなわち、多くのリソースブロ
ックが割り当てられたＣＣについては、より多くの送信電力を分配するようにし、少ない
リソースブロックが割り当てられたＣＣについては、より少ない送信電力を分配するよう
にする。このように、割当帯域幅についてＣＣ間の電力密度が等しくなるように電力を配
分することによって、ＣＣ間の基地局における受信品質をほぼ同等のものとすることが可
能となり、これによりＣＣ間で同等のカバレッジを実現することが可能となる。
【００２５】
　次にＣＣ間の伝搬損失差については、移動局は、基地局における受信品質差を補償する
よう伝搬損失量が大きい周波数帯域により多くの送信電力を配分する。これにより、図６
（ａ）に示されるように、ＣＣ間の基地局における受信品質をほぼ同様のものとすること
が可能となり、ＣＣ間で同等のカバレッジを実現することが可能となる（カバレッジ優先
型配分）。
【００２６】
　他方、受信品質差を補償する代わりに、アップリンク通信全体のスループットを最大化
させたいという要求もある。例えば、移動局が基地局の近傍に在圏しているとき、移動局
は伝搬損失による影響を受けにくいと考えられる。このように伝搬損失が通信にそれほど
大きな影響を与えない場合、ＣＣ間で同等のカバレッジを実現させることよりも、アップ
リンク通信全体のスループットを向上させるようＣＣ間で送信電力を配分することが好ま
しい。この場合、移動局は、図６（ｂ）に示されるように、注水（Ｗａｔｅｒ　Ｆｉｌｉ
ｎｇ）原理に従って伝搬損失の小さな周波数帯域により多くの送信電力を配分し、アップ
リンク通信全体のスループットを向上させることが可能となる（スループット優先型配分
）。
【００２７】
　図７は、本発明の一実施例による移動局を示すブロック図である。図示された実施例で
は、移動局１００は、ＣＡ技術を利用したＬＴＥ－Ａｄｖａｎｃｅｄ方式により通信可能
なユーザ装置（ＵＥ）であるが、本発明による移動局はこれに限定されるものでない。本
発明による移動局は、複数の周波数帯域を同時に用いて無線通信する他の何れか適切なユ
ーザ装置であってもよい。
【００２８】
　図７に示されるように、移動局１００は、制御信号受信部１１０と、Ｐｃｍａｘ，ｃ＿
Ｈ計算部１２０と、Ｐｃｍａｘ，ｃ＿Ｌ計算部１３０と、Ｐｃｍａｘ，ｃ決定部１４０と
、送信電力制御部１５０と、ＰＨＲ・Ｐｃｍａｘ，ｃフィードバック部１６０とを有する
。
【００２９】
　制御信号受信部１１０は、基地局５０から制御信号を受信する。この制御信号は、典型
的にはアップリンク通信のための各種制御情報から構成され、基地局５０によって各ＣＣ
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に割り当てられたリソースブロックなどのスケジューリング情報を含む。制御信号受信部
１１０は、受信した制御信号からスケジューリング情報を抽出し、Ｐｃｍａｘ，ｃ＿Ｈ計
算部１２０、Ｐｃｍａｘ，ｃ＿Ｌ計算部１３０及び送信電力制御部１５０に提供する。
【００３０】
　Ｐｃｍａｘ，ｃ＿Ｈ計算部１２０は、各ＣＣについて移動局１００の送信可能な最大送
信電力Ｐｃｍａｘ，ｃの範囲の上限値Ｐｃｍａｘ，ｃ＿Ｈを算出する。具体的には、制御
信号受信部１１０からスケジューリング情報を受信すると、Ｐｃｍａｘ，ｃ＿Ｈ計算部１
２０は、リソースブロックが割り当てられた各ＣＣについて、
　Ｐｃｍａｘ，ｃ＿Ｈ＝Ｍｉｎ｛ＰＥＭＡＸ，ＰＰｏｗｅｒＣｌａｓｓ｝
を計算し、Ｐｃｍａｘ，ｃの上限値Ｐｃｍａｘ，ｃ＿Ｈを算出する。ここで、ＰＥＭＡＸ

は、基地局５０から通知される、基地局１００によって移動局１００に許可された各ＣＣ
における最大送信電力を表し、ＰＰｏｗｅｒＣｌａｓｓは、移動局１００が送信可能な電
力量（２３ｄＢｍなど）を表す。なお、本発明はこれに限定されるものでなく、移動局１
００の送信可能な最大送信電力の上限値は、基地局５０によって許可された最大送信電力
と移動局１００が送信可能な最大送信電力とを超過しない値に設定されさえすればよい。
Ｐｃｍａｘ，ｃ＿Ｈ計算部１２０は、このようにして算出したＰｃｍａｘ，ｃ＿ＨをＰｃ

ｍａｘ，ｃ決定部１４０に通知する。
【００３１】
　Ｐｃｍａｘ，ｃ＿Ｌ計算部１３０は、各ＣＣについて移動局１００の送信可能な最大送
信電力Ｐｃｍａｘ，ｃの範囲の下限値Ｐｃｍａｘ，ｃ＿Ｌを算出する。具体的には、制御
信号受信部１１０からスケジューリング情報を受信すると、Ｐｃｍａｘ，ｃ＿Ｌ計算部１
３０は、リソースブロックが割り当てられた各ＣＣについて、
　Ｐｃｍａｘ，ｃ＿Ｌ＝Ｍｉｎ｛ＰＥＭＡＸ－ΔＴｃ，ＰＰｏｗｅｒＣｌａｓｓ－（ＭＰ
Ｒ＋Ａ-ＭＰＲ）－ΔＴｃ，ＰＰｏｗｅｒＣｌａｓｓ－ｇ（ｃｉ）－ΔＴｃ｝
を計算し、Ｐｃｍａｘ，ｃ＿Ｌを算出する。ここで、ＰＥＭＡＸは、基地局５０から通知
される、基地局１００によって移動局１００に許可された各ＣＣにおける最大送信電力を
表し、ΔＴｃは、帯域の端のリソースブロックを利用する際に許容可能な緩和量を表し、
ＰＰｏｗｅｒＣｌａｓｓは、移動局１００の送信可能な最大送信電力を表し、ＭＰＲ（Ｍ
ａｘｉｍｕｍ　Ｐｏｗｅｒ　Ｒｅｄｕｃｔｉｏｎ）は、変調方式(ＱＰＳＫなど)とリソー
スブロック数により定められる許容可能な緩和量を表し、Ａ-ＭＰＲ（Ａｄｄｉｔｉｏｎ
ａｌ　Ｍａｘｉｍｕｍ　Ｐｏｗｅｒ　Ｒｅｄｕｃｔｉｏｎ）は、隣接する他システムへの
干渉を与えないために許容可能な緩和量を表す。さらに、コンポーネントキャリアｃｉの
関数ｇ（ｃｉ）は、
　ｇ（ｃｉ）＝ｇＲＢ（ｃｉ）＋ｇＰＬ（ｃｉ），
　ｇＲＢ（ｃｉ）＝１０×ｌｏｇ１０１０×（ａｖｅ（ＲＢ（ｃｃ））／ＲＢ（ｃｉ））
，
　ｇＰＬ（ｃｉ）＝ｇｃｐ（ｃｉ）又はｇｔｐ（ｃｉ），
　ｇｃｐ（ｃｉ）＝－１０×ｌｏｇ１０１０（（（Σ１０ＰＬ（ｃｃ）／１０）－１０Ｐ

Ｌ（ｃｉ）／１０）／Σ１０ＰＬ（ｃｃ）／１０），
　ｇｔｐ（ｃｉ）＝－１０×ｌｏｇ１０１０（１０ＰＬ（ｃｉ）／１０／Σ１０ＰＬ（ｃ

ｃ）／１０）により定義される。ここで、パラメータＲＢ（ｃｃ）は、すべてのキャリア
コンポーネントに割り当てられたリソースブロックの総数を表し、パラメータＲＢ（ｃｉ

）は、キャリアコンポーネントｃｉに割り当てられたリソースブロックの個数を表す。ま
た、パラメータＰＬ（ｃｃ）は、キャリアコンポーネント全体の伝搬損失量を表し、パラ
メータＰＬ（ｃｉ）は、キャリアコンポーネントｃｉの伝搬損失量を表す。
【００３２】
　関数ｇＲＢ（ｃｉ）はＣＣ間の割当帯域幅の相違を補償するためのものである。関数ｇ

ＲＢ（ｃｉ）によると、多くのリソースブロックが割り当てられたＣＣについては、より
多くの送信電力を分配するようにし、少ないリソースブロックが割り当てられたＣＣにつ
いては、より少ない送信電力を配分することができる。このように、割当帯域幅について
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ＣＣ間の電力密度が等しくなるように電力を配分することによって、ＣＣ間の基地局５０
における受信品質をほぼ同等のものとすることが可能となり、これによりＣＣ間で同等の
カバレッジを実現することが可能となる。なお、関数ｇＲＢ（ｃｉ）は単なる一例であり
、本発明はこれにに限定されるものでない。各ＣＣに対して割り当てられたリソースブロ
ック数に比例して送信電力を配分することを可能にする他の何れか適切な関数が利用され
てもよい。
【００３３】
　関数ｇＰＬ（ｃｉ）はＣＣ間の伝搬損失量の相違を補償するためのものである。関数ｇ

ＰＬ（ｃｉ）は、上述したカバレッジ優先型（Ｃｏｖｅｒａｇｅ　Ｐｒｉｏｒｉｔｙ　Ｔ
ｙｐｅ）配分に対応するｇｃｐ（ｃｉ）と、上述したスループット優先型（Ｔｈｒｏｕｇ
ｈｐｕｔ　Ｐｒｉｏｒｉｔｙ　Ｔｙｐｅ）配分に対応するｇｔｐ（ｃｉ）との何れか１つ
から構成される。ｇｃｐ（ｃｉ）とｇｔｐ（ｃｉ）との何れを使用するかは、基地局５０
からの制御信号により指定されてもよいし、又は移動局１００が決定するようにしてもよ
い。
【００３４】
　関数ｇｃｐ（ｃｉ）は、カバレッジ優先型配分に対応するものである。関数ｇｃｐ（ｃ

ｉ）によると、基地局５０における受信品質差を補償するよう伝搬損失が大きい周波数帯
域により多くの送信電力が配分される。これにより、ＣＣ間の基地局における受信品質を
ほぼ同等のものとすることが可能となり、ＣＣ間で同等のカバレッジを実現することが可
能となる。なお、関数ｇｃｐ（ｃｉ）は単なる一例であり、本発明はこれに限定されるも
のでない。受信品質差を補償するよう伝搬損失が大きい周波数帯域により多くの送信電力
を配分することを可能にする他の何れか適切な関数が利用されてもよい。
【００３５】
　関数ｇｔｐ（ｃｉ）は、スループット優先型配分に対応するものである。関数ｇｔｐ（
ｃｉ）によると、伝搬損失の小さな周波数帯域により多くの送信電力が配分される。これ
により、アップリンク通信全体のスループットを向上させることが可能となる。なお、関
数ｇｔｐ（ｃｉ）は単なる一例であり、本発明はこれに限定されるものでない。伝搬損失
の小さな周波数帯域により多くの送信電力を配分することを可能にする他の何れか適切な
関数が利用されてもよい。
【００３６】
　上記に示したＰｃｍａｘ，ｃ＿Ｌは、３つの項により構成されているが、一般的に、Ｍ
ＰＲやＡ-ＭＰＲは利用する帯域により制限されるパラメータであり、その値は小さい。
しかしながら、関数ｇは他のＣＣでの利用状況によりその値が変化し、例えば、ＣＣ１の
リソースブロック数が１であり、ＣＣ２のリソースブロック数が５０である場合には、ｇ
（ｃ１）は１／５０＝１７ｄＢと大きな数値となる。そのため、ＣＡを利用した際には、
関数ｇを含む第３項が選択される可能性が高くなる。
【００３７】
　Ｐｃｍａｘ，ｃ＿Ｌ計算部１３０は、このようにして算出したＰｃｍａｘ，ｃ＿ＬをＰ

ｃｍａｘ，ｃ決定部１４０に通知する。
【００３８】
　Ｐｃｍａｘ，ｃ決定部１４０は、Ｐｃｍａｘ，ｃ＿Ｈ計算部１２０から受信した上限値
Ｐｃｍａｘ，ｃ＿ＨとＰｃｍａｘ，ｃ＿Ｌ計算部１３０から受信した下限値Ｐｃｍａｘ，

ｃ＿Ｌとの範囲内で、基地局５０により割り当てられた各ＣＣの最大送信電力Ｐｃｍａｘ

，ｃを決定する。この際、Ｐｃｍａｘ，ｃの決定方法は、各移動局１００に搭載されるＲ
Ｆ回路の特性を考慮して、各移動局１００において決定される。決定された各ＣＣの最大
送信電力Ｐｃｍａｘ，ｃは、下限値Ｐｃｍａｘ，ｃ＿Ｌの大きなＣＣに対しては大きな値
に設定されることになる。Ｐｃｍａｘ，ｃ決定部１４０は、決定したＰｃｍａｘ，ｃを送
信電力制御部１５０及びＰＨＲ・Ｐｃｍａｘ，ｃフィードバック部１６０に提供する。
【００３９】
　送信電力制御部１５０は、Ｐｃｍａｘ，ｃ決定部１４０から提供された各ＣＣの決定さ
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れた最大送信電力Ｐｃｍａｘ，ｃに基づき、制御信号受信部１１０から提供されたスケジ
ューリング情報、具体的には割り当てられたリソースブロック数により各ＣＣの送信電力
を制御する。より具体的には、送信電力制御部１５０は、３ＧＰＰ　ＴＳ３６．２１３に
記載されている送信電力の決定方法に基づき、各リソースブロックあたりの送信電力を決
定し、この決定されたリソースブロックあたりの送信電力とスケジューリングにより割り
当てられたリソースブロック数とを乗算し、各ＣＣの実際の送信電力を決定する。Ｐｃｍ

ａｘ，ｃは、各ＣＣに割り当てられる最大送信電力であるため、各ＣＣに実際に割り当て
られる送信電力は、Ｐｃｍａｘ，ｃ以下となる。従って、実際の送信電力と最大送信電力
Ｐｃｍａｘ，ｃとの間には誤差があり、この誤差はＰＨＲ（Ｐｏｗｅｒ　Ｈｅａｄ　Ｒｏ
ｏｍ）と呼ばれ、移動局１００の残りの送信電力を表す。送信電力制御部１５０は、各Ｃ
Ｃの実際の送信電力をＰＨＲ・Ｐｃｍａｘ，ｃフィードバック部１６０に提供する。
【００４０】
　ＰＨＲ・Ｐｃｍａｘ，ｃフィードバック部１６０は、Ｐｃｍａｘ，ｃ決定部１４０から
提供された各ＣＣの決定された送信電力Ｐｃｍａｘ，ｃと送信電力制御部１５０から提供
された各ＣＣの実際の送信電力とから各ＣＣのＰＨＲを算出し、各ＣＣの送信電力Ｐｃｍ

ａｘ，ｃと共に算出したＰＨＲをフィードバック情報として基地局５０に通知する。
【００４１】
　このようにして、移動局１００は、基地局５０によって割り当てられた各ＣＣの割当帯
域幅の差と伝搬損失の差とを考慮して各ＣＣの送信電力を決定することができる。
【００４２】
　次に、図８を参照して、本発明の一実施例による基地局を説明する。本実施例による基
地局は、ＣＡを利用した無線通信システムで使用される。すなわち、基地局は、移動局１
００とのアップリンク通信について、各ＣＣにおいて移動局が利用可能なリソースブロッ
クをスケジューリングし、スケジューリング情報を制御信号により移動局に通知する。ま
た、基地局は、移動局から通知されたフィードバック情報の各ＣＣの送信電力Ｐｃｍａｘ

，ｃとＰＨＲとを考慮して移動局に割り当てるリソースブロック数を決定する。
【００４３】
　図８は、本発明の一実施例による基地局を示すブロック図である。図示された実施例で
は、基地局５０は、ＣＡ技術を利用したＬＴＥ－Ａｄｖａｎｃｅｄ方式により通信可能な
基地局（ＢＳ）あるが、本発明による基地局はこれに限定されるものでない。本発明によ
る基地局は、複数の周波数帯域を同時に用いて無線通信する他の何れか適切な基地局装置
であってもよい。
【００４４】
　図８に示されるように、基地局５０は、フィードバック情報受信部２１０と、上り回線
スケジューリング部２２０と、Ｐｃｍａｘ，ｃ計算方法情報保持部２３０と、制御信号送
信部２４０とを有する。
【００４５】
　フィードバック情報受信部２１０は、移動局１００からフィードバック情報を受信する
。このフィードバック情報は、移動局１００における各ＣＣのＰｃｍａｘ，ｃ及びＰＨＲ
を含む。フィードバック情報受信部２１０は、受信したフィードバック情報から各ＣＣの
Ｐｃｍａｘ，ｃ及びＰＨＲを抽出し、上り回線スケジューリング部２２０に提供する。
【００４６】
　上り回線スケジューリング部２２０は、移動局１００との間の無線状態や送信情報量な
どの各種パラメータと共に、フィードバック情報受信部２１０から提供されたＰｃｍａｘ

，ｃ及びＰＨＲを利用して、上り回線をスケジューリングする。具体的には、上り回線ス
ケジューリング部２２０は、同一基地局５０を利用可能である各移動局１００の受信品質
を測定し、その測定値に基づいて割り当て機会や割り当てるＣＣを決定する。上り回線ス
ケジューリング部２２０は、送信機会が与えられた移動局１００に対して、対象となるＣ
ＣのＰｃｍａｘ，ｃ及びＰＨＲを参照して、送信電力が十分に足りる量のリソースブロッ
クを割り当てる。他方、上り回線スケジューリング部２２０は、ＰＨＲが小さなＣＣに対
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しては、さらに大きな送信電力の割当ては困難であると判断し、割り当てるリソースブロ
ック数を維持又は減少させる。上り回線スケジューリング部２２０は、各ＣＣに対してス
ケジューリングしたリソースブロックを含むスケジューリング情報を制御信号送信部２４
０に提供する。
【００４７】
　Ｐｃｍａｘ，ｃ計算方法情報保持部２３０は、移動局１００において利用可能なＰｃｍ

ａｘ，ｃの各種計算方法を示す情報を保持する。上述したように、移動局１００は、ＣＣ
間の伝搬損失の差を補償するため、カバレッジ優先型配分とスループット優先型配分との
２つの計算方法を有し、Ｐｃｍａｘ，ｃの下限値を決定するのにこれらを選択的に使用し
ている。Ｐｃｍａｘ，ｃ計算方法情報保持部２３０は、移動局１００が利用可能なこれら
各種計算方法を保持し、制御信号送信部２４０に提供する。
【００４８】
　制御信号送信部２４０は、上り回線スケジューリング部２２０から提供されたスケジュ
ーリング情報に基づき制御信号を生成し、移動局１００に送信する。生成された制御信号
は、基地局５０のカバレッジエリア内に報知されてよいし、又は各移動局１００に個別に
通知されてもよい。制御信号送信部２４０は、Ｐｃｍａｘ，ｃ計算方法情報保持部２３０
から移動局１００において利用可能なＰｃｍａｘ，ｃ計算方法を取得し、上り回線スケジ
ューリング部２２０によって移動局１００に割り当てられた各ＣＣのリソースブロックに
適したＰｃｍａｘ，ｃ計算方法を決定する。
【００４９】
　例えば、制御信号送信部２４０は、移動局１００のサービス状況を確認し、スループッ
トを重視して運用を行いたい場合には、スループット優先型配分の運用を用いるとしても
よい。また、他ユーザの状況を確認し、ユーザ数が多い場合には、高いスループットを実
現できるユーザを増やした方がよいため、スループット重視型の運用を用いるとしてもよ
い。他方、ユーザ数が少ない場合には、ＣＡを効果的に活用するためにも、多くのユーザ
がＣＡを適用できるように、そのカバレッジを大きくする必要があり、その場合にはカバ
レッジ優先型配分を使用するとしてもよい。また、その運用形態はオペレータが選択する
ことができるとしてもよい。
【００５０】
　上述した実施例では、伝搬損失差を補償するために、カバレッジ優先型配分とスループ
ット優先型配分との２つの計算方法が使用され、割当帯域幅差の補償には１つの計算方法
のみを使用した。しかしながら、本発明はこれに限定されるものでなく、割当帯域幅差を
補償するため複数の計算方法が利用されてもよい。
【００５１】
　また、上述した実施例では、移動局１００が利用可能なＰｃｍａｘ，ｃ計算方法は予め
移動局１００に保持され、これらから使用すべき計算方法が基地局により指定された。し
かしながら、本発明はこれに限定されるものでない。基地局５０が使用すべきＰｃｍａｘ

，ｃ計算方法を適宜移動局１００に通知し、移動局１００が通知された計算方法に従って
下限値Ｐｃｍａｘ，ｃ＿Ｌを算出するようにしてもよい。
【００５２】
　次に、図９を参照して、本発明の一実施例による無線通信システムにおける処理を示す
シーケンス図である。
【００５３】
　ステップＳ１０１において、基地局５０は、上り回線をスケジューリングし、スケジュ
ーリング情報を含む制御信号を移動局１００に送信する。この制御信号は、移動局１００
に割り当てられた上り回線のリソースブロックを示す上り回線帯域割当情報を含む。制御
信号はさらに、移動局１００が使用すべきＰｃｍａｘ，ｃ計算方法を通知してもよい。
【００５４】
　ステップＳ１０３において、移動局１００は、受信した制御信号から上り回線割当情報
を抽出し、リソースブロックが割り当てられた各ＣＣについてＰｃｍａｘ，ｃ＿Ｈ及びＰ
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されている場合、移動局１００は当該計算方法に従ってＰｃｍａｘ，ｃ＿Ｌを算出する。
【００５５】
　ステップＳ１０５において、移動局１００は、算出したＰｃｍａｘ，ｃ＿ＨとＰｃｍａ

ｘ，ｃ＿Ｌとの範囲内で各ＣＣにおいて送信可能な最大送信電力Ｐｃｍａｘ，ｃを決定す
る。
【００５６】
　ステップＳ１０７において、移動局１００は、決定した最大送信電力Ｐｃｍａｘ，ｃを
超過しないように各ＣＣの送信電力を制御し、基地局５０との間でアップリンク通信を行
う。
【００５７】
　ステップＳ１０９において、移動局１００は、各ＣＣの最大送信電力Ｐｃｍａｘ，ｃと
ＰＨＲとをフィードバック情報として基地局５０に通知する。
【００５８】
　ステップＳ１１１において、基地局５０は、受信したフィードバック情報を考慮して上
り回線をさらにスケジューリングする。
【００５９】
　上述した実施例では、移動局１００が、割当帯域幅及び伝搬損失を考慮して各ＣＣにお
いて送信可能な最大送信電力を算出した。他の実施例では、基地局５０において移動局１
００の送信電力を考慮してスケジューリングするようにしてもよい。すなわち、基地局５
０において割当帯域幅及び伝搬損失による受信品質の影響を考慮してスケジューリングす
るようにしてもよい。この場合、移動局１００は、各ＣＣに対して（ＰＰｏｗｅｒＣｌａ

ｓｓ－ＭＰＲ）により算出される電力量を割当て、合計電力量がＰＰｏｗｅｒＣｌａｓｓ

（２３ｄＢｍなど）を超えないように実際の送信電力を決定する。実際には、ＰＨＲがフ
ィードバックされる際の送信電力は、Ｐｃｍａｘ，ｃとＰＨＲとにより基地局５０にて把
握することができる。加えて、ＰＨＲを送信する際のリソースブロック数もあらかじめ基
地局５０のスケジューラにおいて決定される。そのため、基地局５０は、その場合の移動
局１００が必要とする送信電力密度を把握することができる。この送信電力密度に基づき
、基地局５０のスケジューラは、残りの送信電力に対して、追加可能なリソースブロック
数を推定し割り当て制御を行う。また、送信電力とＰＨＲを受信した際の送信電力とその
受信電力を基地局５０にて測定することが可能であるため、これらの差を利用して伝搬損
失を推定することも可能である。基地局５０はこの伝搬損失を参照して、他の移動局１０
０の伝搬損失と比較して、ユーザ間の伝搬損失の比率に応じて割り当てをするとしてもよ
い。
【００６０】
　さらなる他の実施例では、移動局１００は、各ＣＣに対して等電力を配分するようにし
てもよい。上述した伝搬損失を考慮した実施例では、各ＣＣの伝搬損失量を示す伝搬損失
情報を利用しなければならない。また、この伝搬損失情報を利用して、各ＣＣに対して個
別に最大送信電力を算出するための構成を必要とする。各ＣＣへの等電力配分では、この
ような追加的な情報及び構成が不要であるという効果がある。
【００６１】
　以上、本発明の実施例について詳述したが、本発明は上述した特定の実施例に限定され
るものではなく、特許請求の範囲に記載された本発明の要旨の範囲内において、種々の変
形・変更が可能である。
【符号の説明】
【００６２】
１０　無線通信システム
５０　基地局
１００　移動局
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